
Ⅰ 調査の概要 
 
１ 調査の概要 
    この調査は、市内の民間事業所における労働環境の実態と動向を把握し、今後の労働 
 行政の施策を展開していくための基礎資料を得ることを目的としている。 
２ 調査時点 
  平成１８年７月１日現在（ただし、年間データについては原則として平成１７年４月 
 １日～平成１８年３月３１日を対象としている。） 
３ 調査対象 
  石狩市内に所在する従業員数５人以上の民間事業所のうち、７３１社を対象とした。 
４ 調査項目 

①事業所の概要 （業種、労働組合・就業規則、厚生年金、健康保険・雇用保険・労災保険の加入状況） 
②従業員数 
③通勤方法 
④賃金・諸手当 （初任給、一時金、諸手当） 
⑤定年・退職金制度 
⑥休日・休暇 （週休２日制、祝祭日、各種休暇状況、年次有給休暇） 
⑦福利厚生制度 
⑧労働時間 （所定労働時間、時間外労働、労働時間短縮のための取り組み） 
⑨雇用状況（労働力状況、新規学卒者の採用状況） 
⑩新規学卒採用者の離職状況 
⑪就業援助制度（育児休業、子の看護休暇、介護休業、事業所内保育施設の整備、女子再雇用制度） 
⑫女性の労働状況（登用状況、セクハラ防止対策） 
⑬パートタイム従業員について（従業員数、労働契約方法、日給･時間給、雇用理由等） 
⑭インターンシップの実施 
⑮団塊世代の大量退職について（事業経営に対する影響、事業所としての対策） 

５ 調査方法 
  調査票を対象事業所に郵送し、返信用封筒により回収した。 
６ 調査票の回収状況 
  調査対象事業所７３１社のうち、倒産・所在不明等４７社を対象外とし、これらを除 
 外した６８４社の３４．６％に当たる２３７社から回答を得た。（表１参照） 

抽出事業所数 対象外事業所数 実質対象事業所数 有効回答事業所数 回 答 率 
（郵送総数）Ａ Ｂ Ｃ＝Ａ－Ｂ Ｄ Ｅ＝Ｄ／Ｃ 

７３１社 ４７社 ６８４社 ２３７社 ３４．６％ 

７ その他 
・構成比（％）については、小数点第２位を四捨五入しているため、構成比の合計は必

ずしも１００％とはならない場合もある。 
・データサンプルが少ないために、必ずしも平均値となっていない場合がある。 
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表１：産業別・規模別回答状況

合  　 計 ５人～９人 １０～２９人 ３０～９９人 １００～２９９人 ３００人以上

237 83 102 39 12 1
(100.0%) (35.0%) (43.0%) (16.5%) (5.1%) (0.4%)

62 27 31 4 0 0
(26.2%) (11.4%) (13.1%) (1.7%) (0.0%) (0.0%)

54 12 22 15 4 1
(22.8%) (5.1%) (9.3%) (6.3%) (1.7%) (0.4%)

30 9 11 8 2 0
(12.7%) (3.8%) (4.6%) (3.4%) (0.8%) (0.0%)

4 2 2 0 0 0
(1.7%) (0.8%) (0.8%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

34 15 14 3 2 0
(14.3%) (6.3%) (5.9%) (1.3%) (0.8%) (0.0%)

48 15 21 8 4 0
(20.3%) (6.3%) (8.9%) (3.4%) (1.7%) (0.0%)

5 3 1 1 0 0
(2.1%) (1.3%) (0.4%) (0.4%) (0.0%) (0.0%)

【単位：事業所数，（　　）内は全事業所中の構成比】

運輸・通信業

製　造　業

建　設　業

総  　  計

その他

サービス業

卸・小売業
飲　食　店

保険・金融業

図１：産業別回答事業所数

製造業
22.8%

運輸・通信業
12.7%

保険・金融業
1.7%

卸・小売業、飲食店
14.3%

サービス業
20.3%

その他
2.1%

建設業
26.2%

図２：規模別回答事業所数

5～9人
35.0%

300人以上
0.4%

10～29人
43.0%

30～99人
16.5%

100～299人
5.1%
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１　事業所の概要

(1)労働組合の組織率（P15　別表１）

　

(2)就業規則の有無（P15　別表１）

　

(3)各種保険制度の加入状況（P15　別表1）
　

Ⅱ　調査結果の概要

常時10人以上の従業員（臨時・パートを含
む）を雇用する事業所の事業主は労働基
準法第89条により、就業規則作成の義務と
労働基準監督署への届出義務がありま
す。

234 2 1

234 1 2

229 6 2

212 22 3

222 12 3

39 196 2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

労災保険

雇用保険

健康保険

厚生年金

就業規則

労働組合

図３：各種制度の加入状況

あり なし 無回答

　労働組合「あり」と回答した事業所は16.5%で、前年度の調査に比べると1.4ポイント増加した。
　また、産業別では「運輸・通信業」の組織率が36.7%と最も高く、規模別では規模が大きくなるにつれ
組織率が高まる傾向にある。
　（保険・金融業は回答4事業者、組織率100％となるため比較から除いています）

　就業規則「あり」と回答した事業所は、93.7％（前
年度調査96.2%）となっている。
　また、従業員数10人以上の事業所だけでみる
と、98.7%が就業規則「あり」となっている。

　厚生年金は全体の89.5%にあたる212社が加入している。
　健康保険は全体の96.6%にあたる229社が加入し、その内訳は社会保険が177社、建設国保が27社、健
保組合が19社となっている。
　雇用保険・労災保険はともに234社（98.7%）が加入している。
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２　従業員構成について

(1)従業員構成について（P16　別表２） (2)障がい者の雇用状況
　

　

図４：従業員構成

男性
4,307人
70.4%

女性
1,810人
29.6%

※障害者雇用促進法では常時５６人以上の従業員
を雇用する事業所に対し、１．８％以上の雇用を義
務付けています。
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図６：年齢別従業員構成

男性 49 698 1,241 939 1,039 341

女性 33 290 358 469 542 118

10代 20代 30代 40代 50代 60歳以上
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図５：産業別従業員構成

男性 682 1,347 1,058 23 504 638 55

女性 85 637 62 9 224 779 14

建設業 製造業 運輸・通信業 保険・金融業
卸・小売業、

飲食店
サービス業 その他

　総従業員数は6,117人で、男女別では、男性が
4,307人（70.4%）、女性が1,810人(29.6%)となった。

　全従業員6,117人に対し、障がい者の総従業員
数は68人で、1.11％の雇用率となっている。
　事業所の規模別にみる雇用率は、従業員5～9
人未満の事業所は1.01%、10～29人の事業所は
0.52％、30～99人の事業所は1.04％、100～299
人の事業所は1.83％、300人以上の事業所は
0.91％となっている。
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３　通勤方法について

　 ◆送迎バス

　

４　賃金・諸手当について

(1)初任給（P17　別表３）

(2)一時金（P17　別表４）

図８：従業員の居住地

市内
28.7%

市外
71.3%

　送迎バスを利用している事業所は37社で、そのう
ち「自社所有」が24社で最も多くなっている。産業
別にみると、「製造業」が21社で最も多くなってい
る。利用している事業所の年間経費の平均は110
万円となっている。

図１０：産業別平均初任給額

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000
(円)

建設業 165,391 168,760 183,368 138,409 144,692 158,709

製造業 150,961 160,173 180,722 145,958 156,449 177,910

運輸・通信業 164,290 166,386 178,779 142,592 160,067 170,390

保険・金融業 155,000 161,267 183,167 155,000 161,267 183,167

卸・小売業、飲食店 149,836 159,159 172,490 143,017 153,025 165,463

サービス業 147,580 162,382 172,906 143,029 154,562 169,622

その他 135,057 146,355 155,790 131,390 146,355 155,790

高　卒(男性)
短大・専門卒

(男性)
大　卒(男性) 高　卒(女性)

短大・専門卒
(女性)

大　卒(女性)

　全体の平均額としては、男性は「高卒」155,511円、「短大・高専卒」162,949円、「大卒」177,712円、女性
は「高卒」142,808円、「短大・高専卒」154,275円、「大卒」170,602円となっている。
  前年度調査と比較して、大きな較差はみられなかった。

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

（円）
図９：平均初任給額

平成17年度 153,551 159,927 179,206 140,410 155,238 175,978

平成18年度 155,511 162,949 177,712 142,808 154,275 170,602

高卒男性
短大・専門

卒男性
大卒男性 高卒女性

短大・専門
卒女性

大卒女性

30 207

169 68

162 75

0% 20% 40% 60% 80% 100%

夏期手当

年末手当

決算手当

図１１：一時金支給状況 あり なし　夏期手当「あり」と回答した事業所は162社(68.4%)
で、支給月数の平均は1.42ヶ月分となっている。
　年末手当「あり」と回答した事業所は169社(71.3%)
で、支給月数の平均は1.83ヶ月分となっている。
　決算手当については、「あり」と回答した事業所が
30社（12.7%）と低く、支給月数の平均は0.94ヶ月分
となっている。
　前年度の調査と比較すると、夏期手当は0.02ヶ月
分減少、年末手当は0.07ヶ月分減少、決算手当は
0.14ヶ月分減少した。

「自家用車」での通勤が全体の84.8%と圧倒的に多
くなっている。

図７：従業員の通勤方法

自家用車
5,187人
84.8%

公共交通
機関
158人
2.6%送迎バス

390人
6.4%

その他
382人
6.2%
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(3)諸手当
①燃料手当（P18　別表５）

②家族手当（P18　別表６）

③住宅手当（P19　別表７）

④通勤手当（P19　別表８）

　燃料手当「あり」と回答した事
業所は147社（62.0%)で、全体
の平均額は「世帯主」が98,006
円（1,661㍑）、「準世帯主」が
55,955円(950㍑）、「その他」が
38,772円（600㍑）となってい
る。
　前年度の調査と比較すると、
「あり」の事業所の割合が9.3ポ
イント減少、平均額は「世帯
主」が2,601円増加、「準世帯
主」は4,010円増加、「その他」
は4,197円増加した。

　住宅手当が支給されている事
業所は99社(41.8%)で、前年度
と比較すると15.6ポイント減少し
た。
　全事業所の平均支給額は持
ち家が15,393円、借家が
18,115円、その他で12,981円と
なっている。
　

　通勤手当が支給されている
事業所は177社(74.7%)で、前
年度と比較すると15.9ポイント
減少した。
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図１２：燃料手当平均支給額

世帯主 98,038 93,600 88,956 100,000 106,571 101,977 110,000

準世帯主 53,894 54,123 53,393 90,000 57,353 59,250 0

その他 47,180 32,253 36,299 80,000 36,042 41,665 40,000

建設業 製造業 運輸・通信業 保険・金融業
卸・小売業、

飲食店
サービス業 その他
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図１４：住宅手当平均支給額

持ち家 18,462 15,837 13,656 6,250 20,417 13,227 7,750

借家 17,455 15,463 13,350 16,750 19,650 24,106 10,000

その他 8,600 12,078 13,036 0 14,222 24,417 3,000

建設業 製造業 運輸・通信業 保険・金融業
卸・小売業、

飲食店
サービス業 その他

　家族手当が支給されている
事業所は128社（54.0%）で、前
年度調査より16.6ポイント下
回った。
　全事業所の平均支給額は配
偶者が10,158円、第１子が
4,533円、第２子が3,988円、第
３子が3,596円となり、前年度と
比較すると配偶者、子、全てに
おいて増額となった。
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図１３：家族手当平均支給額

配偶者 10,225 10,878 6,867 18,250 10,810 9,481 12,750

第１子 4,642 4,639 3,467 2,000 4,159 5,390 4,375

第２子 4,247 4,078 2,813 2,000 3,894 4,592 3,875

第３子 4,187 3,671 2,538 2,000 3,887 3,808 1,833

建設業 製造業 運輸・通信業 保険・金融業
卸・小売業、

飲食店
サービス業 その他

図１５：通勤手当の支給方法

定額支給
44.6%

その他
23.7%

実費支給
31.6%
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５　定年・退職金制度

(1)定年制度（P20　別表９）

(2)定年後の再雇用制度（P20　別表９） (3)退職金制度（P20　別表９）
　

　

図１７：定年後の再雇用制度

なし
27.0%

あり
60.8%

無回答
12.2%

5
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3 1
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運輸・通信業

保険・金融業

卸・小売業、飲食店

サービス業

その他

図１６：定年制度の有無 あり なし 無回答

　定年制度が「ある」と回答した事業所は188社(79.3%)で、前年度調査から7.1ポイント下回った。
　全事業所の定年の平均年齢は60.5歳となっており、回答のあったほとんどの事業所が60歳以上の定年と
なっている。

　退職金制度が「ある」と回答した事業所は197社
(83.1%)で、前年度の調査より3.3ポイント下回っ
た。
　活用している制度は｢中小企業退職金共済制
度｣が最も多く、次いで｢自社制度｣、｢企業年金
等｣となっている。

　再雇用制度が「ある」と回答した事業所は144
社(60.8%)で、前年度調査から8.7ポイント上回っ
た。

図１８：退職金制度

なし
11.4%

無回答
5.5%

あり
83.1%

0
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（事業所数）

図１９：退職金制度の活用状況

複数回答 71 99 24 8 36 17

自社制度
中小企業退職
金共済制度

建設業退職金
共済制度

特定退職金
共済制度

企業年金等 その他
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６　休日・休暇の状況　 （P21～22　別表１０・１１）

(1)週休２日制度の実施状況（Ｐ21　別表１０） (2)祝祭日（Ｐ21　別表１０）

　

　

(3)各種休暇状況（Ｐ21　別表１０）

(4)年次有給休暇（Ｐ22　別表１１）

７　福利厚生制度　 （P22　別表１２）

図２０：週休２日制の実施状況

完全
24.9%

隔週
15.2%

月３回
11.0%

月２回
11.4%

その他
18.6%

なし
（予定あり）

1.7%

なし
（予定なし）

17.3%

　週休２日制を実施している事業所は、192社
（81.0%)、週休２日制を実施していない事業所は
45社(19.0%)となっている。

回答のあった事業所のうち祝祭日は全部休日
なっている事業所は145社(61.2%)となっている

図２１：祝祭日

全部休日
61.2%

無休
11.8%

一部休日
27.0%

141 96

121 116

206 31

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

年末年始

ゴールデンウィーク

夏期休暇

図２２：各種休暇状況 あり なし

図２３：１人平均付与日数

10日未満
10.5% 10日～15日

22.8%

16日～20日
37.6%

21日以上
9.3%

無回答
19.8%

図２４：１人平均取得日数

16日～20日
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22.8%

21日以上
2.5%

無回答
23.6%

10日未満
44.3%
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206 31
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54 183
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資金貸付制度

慶弔見舞金制度

健康診断

福利厚生施設

レクリエーション

財形制度

図２５：福利厚生制度 あり なし
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８　労働時間　（P23　別表１３）

(1)所定労働時間（Ｐ23　別表１３）
　

(2)時間外労働時間（P23　別表１３）

(3)労働時間短縮のための取り組み（P23　別表１３）

労働基準法第32条により「使用者は労働者に休憩
時間を除き、1週間について40時間を超えて労働さ
せてはならない。」とされています。
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図２６：所定労働時間

1日 7:56 7:41 7:44 7:40 7:46 7:39 7:29

1週 42:18 40:10 40:05 38:20 40:16 39:43 38:32

建設業 製造業
運輸・
通信業

保険・金融
業

卸・小売業、
飲食店

サービス業 その他

　1日の所定労働時間の平均は7時間45分で、前年
度調査と比較すると13分増えた。
　1週でみると平均は40時間35分となっている。
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図２７：年間平均時間（１人あたり）

図２８：労働時間短縮のための取り組み（複数回答）

所定労働時間の短縮
8

年休の取得促進
52

その他
8

なし
29

時間外労働時間の削減
94

休日の増加
42

週休２日制の実施
44
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９　雇用状況（P２４～２５　別表１４・１５）

(1)労働力状況（P24～25　別表１４・１５）

(2)新規学卒者の採用状況（P24～25　別表１４☆・１５☆）
　

　平成１7年度中に採用された従業員は581人、離職した従業員は502人となった。
　そのうち障がい者の採用は3人、離職者は1人となった。
　平成19年度中に採用予定の従業員は134人、離職予定従業員は64人で、障がい者の採用・離職はとも
に予定なしとなっている。
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図３１：新規学卒者採用状況（平成１７年度）
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図３２：新規学卒者採用予定（平成１９年度）
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図２９：労働力状況（平成１７年度） 新規採用者数 離職者数
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図３０：労働力状況（平成１９年度） 新規採用予定者数 離職予定者数

　平成17年度に新規学卒者を採用した事業所は50社（21.1%)で、その内訳は高卒51名、短大・高専卒33
名、大卒19名となっている。
　また、平成19年度の新規学卒者を採用する予定がある事業所は28社(11.8%)で、内訳は高卒23名、短
大・高専卒23名、大卒15名となっている。
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１０　新規学卒採用者の離職状況　（P26　別表１６）

○採用後３年以内での離職状況

１１　就業援助制度　（P27～28　別表１７・１８）

(1)育児休業制度（P27　別表１７）
　

(2)子の看護休暇制度（P27　別表１７）

(3)介護休業制度（P28　別表１８）
　 　

(4)事業所内保育施設の整備（P28　別表１８）

(5)女子再雇用制度（P28　別表１８）

33 20 146 38

33 18 152 34

43 24 139 31

0% 20% 40% 60% 80% 100%

育児休業制度

子の看護休暇制度

介護休業制度

図３５：就業援助制度

あり なし（予定あり） なし（予定なし） 無回答

　制度が｢あり｣と回答した事業所は、43社(18.1%)
で、取得した人数は18人となっており、すべて女
性であった。
　平均取得期間は2ヶ月以内が1人、3～6ヶ月以内
が10人、6ヶ月～1年未満が4人、1年以上が3人と
なっている。

　制度が｢あり｣と回答した事業所は、33社(13.9%)で
取得した人数は、男性が3人、女性が14人であっ
た。
　平均取得期間は1日が2人、3日が11人、5日が4
人となっている。

　制度が｢あり｣と回答した事業所は、33社(13.9%)で
取得した人はいなかった。

図３６：事業所内保育施設の整備

設置予定あり
0.4%

設置済み
1.7%

無回答
8.9%

設置予定なし
89.0%　仕事と家庭の両立を支援するため、労働者のた

めの事業所内保育所を設置している事業所は4社
で前年の調査より1社増えた。
　設置を予定していない事業所は211社(89.0%)
で、前年の調査と比較すると1.6ポイント減となっ
た。

1年目で離職
5人以

上
0.0%

1～4人
3.8%

離職ﾅｼ
96.2%

2年目で離職
5人以

上
0.0%

1～4人
1.3%

離職ﾅｼ
98.7%

3年目で離職
5人以

上
0.0%

1～4人
2.5%

離職ﾅｼ
97.5%

図３４：高専・短大・大卒

2年目で離職
5人以

上
0.0%

1～4人
3.0%

離職ﾅｼ
97.0%

3年目で離職

離職ﾅｼ
96.6%

1～4人
3.0%

5人以
上

0.4%

1年目で離職

5人以
上

0.4%
1～4人

4.6%

離職ﾅｼ
94.9%

図３３：高卒

　制度が「あり」と回答した事業所は、47社（19.8%）
で前年調査より1.3ポイント減となった。

図３７：女子再雇用制度
あり
19.8%

なし
（予定あり）

5.5%

無回答
14.3%

なし
（予定なし）

60.3%

　回答のあった237事業所のうち、「高卒」は1年目で離職した事業所は12社、2年目で離職した事業所は7社、3
年目で離職した事業所は8社であった。「高専・短大・大卒」では、1年目で離職した事業所は9社、2年目で離
職した事業所は3社、3年目で離職した事業所は6社であった。
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１２　女性の労働状況　（P29　別表１９）

(1)登用状況（P29　別表１９）　
　

(2)セクシュアルハラスメント防止対策
　（P29　別表１９）　

　
　

１３　パートタイム従業員について　（P30～31　別表２０・２１）

(1)従業員数（P30　別表２０）　

(2)労働契約方法（P30　別表２０）

(3)日給・時間給（P30　別表２０）

　女性の登用状況については、全体的に割合が
高まってきてはいるが、人数については前年度と
ほぼ較差はなかった。

　セクハラ防止対策を実施している事業所は75社
(31.6%)で、前年を4.4ポイント上回った。

343

65

174

9

306

32

278

39

0

100

200

300

400
（人）

役員 部長相当職 課長相当職 係長相当職

図３８：登用状況 全体 女性

図３９：セクハラ防止対策

なし
（予定あり）

3.8%

なし
（予定なし）

53.2%

あり
31.6%

無回答
11.4%

図４０：実施内容（複数回答）

規則の制
定
36

相談員の
配置
17

広報誌等
による啓発

31
その他

12

　パートタイム従業員を雇用している事業所は117
社（49.4％）で、従業員数は男性283人、女性916
人の計1,199人となった。

図４１：従業員数 男性
283人
23.6%

女性
916人
76.4%

図４２：労働契約方法
無回答
18.8%

口頭契約
17.9%

書面契約
63.2%

　全体の平均額は、日給が「男性：8,139円」、「女
性：5,200円」となった。
　時間給では「男性：869円」、「女性：799円」となっ
た。

図４３：日給・時間給

0

5,000

10,000

（円）

0

200

400
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800

1,000
（円）

日　給／男性 9,539 8,000 4,860 0 9,750 6,617 0

日　給／女性 5,660 5,700 3,320 0 6,000 4,756 0

時間給／男性 850 864 861 0 848 901 0

時間給／女性 724 751 809 793 764 905 728

建設業 製造業 運輸・通信業 保険・金融業
卸・小売業、

飲食店
サービス業 その他

　書面契約と回答した事業所は74社、口頭契約と
回答した事業所は21社、無回答は22社であった。
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(4)雇用理由（P30　別表２０）

(5)仕事内容について（P30　別表２０） (6)1週間の平均就労日数（P31　別表２１）

(7)1日の平均就労時間（P31　別表２１） (8)就業規則（P31　別表２１）

(9)労働条件（P31　別表２１）

図４４：雇用理由（複数回答）
雇用人員調整

が容易
18

その他
7

福利厚生費が
かからない

3

単純作業が多い
21

人手が必要な
時間帯がある

43 季節的繁忙を補う
24

一般労働者の
採用が困難

9

人件費が割安
43

図４５：仕事内容

正社員の
補助
45.3%

正社員と
同じ
23.9%

その他
8.5%独立した

仕事
22.2%

図４６：1週間の平均就労日数

6日
12.8%

1日
0.9%

2日
2.6%

3日
14.5%

4日
17.9%

5日
51.3%

図４７：1日の平均就労時間

6～8時間
未満
41.0%

2時間未満
1.7%

8時間以上
1.7%

2～4時間
未満
8.5%

5～6時間
未満
29.9%

4～5時間
未満
17.1%

図４８：就業規則

なし
35.9%

あり
64.1%

図４９：労働条件（複数回答）
雇用保険の適用がある

73その他手当がある
12通勤手当がある

79

時間外手当がある
61

事務服・作業服がある
63

定期健康診断がある
63

賞与がある
43

定期昇給がある
13

有給休暇がある
54

退職金制度がある
14

健康保険の適用がある
49

厚生年金の適用がある
44
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１４　インターンシップの実施状況　（P32　別表２２）

１５　団塊世代の大量退職について　（P33～34　別表２３・２４）

(1)事業経営に対する影響（Ｐ33　別表２３）

(2)事業所としての対策（Ｐ34　別表２４）

 インターンシップを既に実施している事業所は19社（8.0％）、要望があれば受け入れを検討し
たい事業所が24社（10.1％）、受け入れは不可能という事業所は133社（56.1％）であった。
「受け入れは不可能」と回答した事業所の理由については、「受入体制未整備」が74社と半数以
上を占め、「事故等が心配」が44社、「多忙」が30社、「その他」が14社となっている。

図５０：実施状況

無回答
25.7%

既に受け入
れしている

8.0%
要望があれ
ば受け入れ
を検討した

い
10.1%

受け入れは
不可能
56.1%

図５１：理由

その他
14

多忙
30

受入体制未
整備
74

事故等が
心配
44

40 139 58

52 130 55

35 141 61

29 143 65

20 152 65

18 154 65

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

安定した労働力が不足する

技術力やノウハウの継承に支障が出る

退職給付等の課題な負担が生じる

雇用過剰感が解消し、
経営の安定につながる

退職者をビジネスターゲットとした
新たな販路・事業分野の拡大

事業分野の縮小につながる

図５２：事業経営に対する影響 あり なし 無回答

図５３：実施状況

無回答
25.3%

実施済み
14.3%

実施予定
8.4%

予定なし
51.9%

図５４：実施内容（複数回答可）
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3
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10
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5
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16
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9

事業（所）規
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4
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入・拡大
34
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